
 

「☆」マークの書類は、すべての事業者が必要となる書類です。忘れずにご持参ください。 

所得税関係 

☆□確定申告のお知らせはがき（１月下旬頃税務署より送付）➭ 

 ※令和６年分確定申告書をマイナンバーカード方式にて e-Tax により
送信された方は、はがきは送付されませんので不要となります。 

☆□令和７年分青色申告決算書（下書き） 

☆□令和５,６年分青色申告決算書（控） 

☆□令和５,６年分所得税確定申告書（控） 

□令和７年分源泉徴収簿（給与の支払いがある事業者） 

□給与・公的年金等の源泉徴収票、個人年金等の支払のお知らせ（収入のある方） 

□健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険等の納付明細書等 

□生命保険・介護医療保険・個人年金・地震･旧長期損害保険等の控除証明書 

□小規模企業共済の控除証明書 

□国民年金・基金等の控除証明書 

□医療費控除計算明細書 

□寄付金控除領収書 

□雑損控除関係領収書等 

☆□申告納税者のマイナンバーカード 

（未取得の場合は、通知カードまたは個人番号入り住民票及び運転免許証） 

□専従者・扶養親族の個人番号が分かる書類 

消費税関係（インボイス登録事業者）  
※令和７年中にインボイス登録事業者となった方は、登録日からの集計となります。 

□令和５,６年分消費税確定申告書（控） 

 □令和７年の売上を課税・非課税に区別し、課税売上を標準税率１０％と軽減税率８％に区別した金額 

一般課税 

□課税取引金額計算表 

※仕入・各経費を８％と１０％に区別した金額 

※仕入・各経費の取引先がインボイス登録事業者と免税事業者に区別した金額 

簡易課税 

 □課税売上が複数区分（第 1種事業～第 6種事業）ある事業者は区分ごとに集計した売上金額 
 
 

 

○１２月３１日棚卸はしましたか？ 

○売上金額に未入金の売上（売掛金）は計上してありますか？ 

○仕入金額に未払金の仕入（買掛金）は計上してありますか？ 

○租税公課から健康保険・年金・住民税・所得税を除きましたか？ 

消費税・事業税は計上しましたか？ 

○経費の家事按分は適切ですか？ 

○消耗品などに１０万円以上となる資産の計上はありませんか？ 

○利子割引料から元金返済分を除きましたか？ 

○扶養親族の収入金額を確認しましたか？ 

 

決 算 申 告 個 別 相 談 会 持 参 品 チ ェ ッ ク リ ス ト 
 

～もう一度ご確認ください～ 



【e-Taxを利用する方へ】 

e-Taxで電子申告する場合、別紙「持参品チェックリスト」に加え、下記をご用意

ください。 

 
□申告納税者本人のマイナンバーカード 

□利用者識別番号が分かる書類（番号取得済みの方のみ） 

□署名用電子証明書暗証番号（英数字６～１６文字以下）及び 
利用者証明用電子証明書暗証番号（数字４桁）：下図⇓ 

※暗証番号が不明の場合は、事前に住民票がある市町村の窓口にてご確認をお願い
します。 

※申告納税者本人のマイナンバーカード及び２種類の暗証番号があれば、ご家族の
方がお越しいただいても構いません。 

※医療費控除を適用する方は、ご家族のマイナンバーカードおよび暗証番号（４
桁）もご用意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


